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青森市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正の理由 

 令和７年度組織・機構の見直しに伴う「青森市事務分掌条例」を改正しようとする

もの 

 

２ 改正の内容 

（１）「こども未来部」の設置 

 「子育て先進都市」の実現に向け、福祉部子育て支援課と保健部あおもり親子は

ぐくみプラザを移管・再編し、関係部局と連携のもと、こども・若者施策を総合的

に企画調整し、強力に推進するため、庁内の司令塔として、新たに「こども未来部」

を設置しようとするものである。 
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（２）企画部に「ＤＸ推進課」を設置 

「ＤＸ先進都市」の実現に向け、総務部情報政策課が所管する自治体ＤＸ関連業

務と企画部企画調整課が所管するスマートシティの推進業務を整理・統合し、デジ

タルを活用した住民サービスの利便性の向上、地域課題の解決等に向けた総合的な

企画を行うため、企画部に「ＤＸ推進課」を設置しようとするものである。 

これに伴い、情報政策課の課名を「情報管理課」へ変更し、その役割を庁内のシ

ステム基盤整備等に重点化しようとするものである。 

令和 6年度 令和 7年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 施行期日 

令和７年４月１日 

 


